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○　

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
（
抄
） 

　

（
被
服
の
支
給
等
） 

第
六
十
八
条　

国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
警
察
庁
の
警
察
官
に
対
し
、
そ
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
被
服
を
支
給
し
、
及
び
装
備
品
を
貸
与

す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

（
略
） 

　

（
皇
宮
護
衛
官
の
階
級
、
職
務
等
） 

第
六
十
九
条　

（
略
） 

２
・
３　

（
略
） 

４　

第
六
十
七
条
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
皇
宮
護
衛
官
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

５
・
６　

（
略
）

 

　

（
礼
式
等
）

 

第
七
十
条　

警
察
職
員
の
礼
式
、
服
制
及
び
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

 

○　

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
（
抄
） 

　

（
警
察
庁
の
警
察
官
及
び
皇
宮
護
衛
官
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
） 

第
八
条　

法
第
六
十
八
条
第
一
項
（
法
第
六
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
国
が
警
察
庁
の
警
察
官
（
警
部
以

上
の
階
級
に
あ
る
者
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
皇
宮
護
衛
官
（
皇
宮
警
部
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
対
し
支
給
す
る
被
服
（
以
下
「
支
給
品
」
と
い
う
。
）
の
品
目
、
員
数
及
び
使
用
期
間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
由
が 

あ
る
場
合
に
は
、
警
察
庁
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
員
数
を
増
減
し
、
又
は
使
用
期
間
を
伸
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

品　
　

目　

員　
　

数　

使　
　
　

用　
　
　

期　
　
　

間   
 

冬
帽
子

　
　
　
　
　

一
個

                                                              

　
　

 

十
六
月

 

合
帽
子

          

一
個

                                                              

　
　

 

十
六
月

 

夏
帽
子

          

一
個

                                                              

　
　

 

十
六
月

 

冬
活
動
帽
子

          

一
個

                                                              

　
　

 

十
六
月

 

合
活
動
帽
子

          

一
個

                                                               

　
　

十
六
月

 

夏
活
動
帽
子

          

一
個

                                                              

　
　

 

十
六
月

 

冬
服

          

一
着

                                                              

　
　

 

十
二
月

 

合
服

          

一
着

                                                               

　
　

十
二
月

 

夏
服

          

一
着

                                                                

　
　

 

四
月

 

冬
活
動
服

          

一
着

                                                               

　
　

十
二
月

 

合
活
動
服

          

一
着

                                                              

　
　

 

十
二
月
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防
寒
服

          

一
着

                                                              

　
　

 

三
十
月

 
雨
衣

          

一
着

                                                             

　
　

三
十
六
月

 
冬
ワ
イ
シ
ャ
ツ

          

一
着

                                                                

　
　

 

四
月

 

合
ワ
イ
シ
ャ
ツ

          

一
着

                                                                 

　
　

四
月

 

冬
ネ
ク
タ
イ

          

一
個

                                                                 

　
　

四
月

 

合
ネ
ク
タ
イ

          

一
個

                                                                 

　
　

四
月

 

冬
活
動
ネ
ク
タ
イ

          

一
個

                                                                 

　
　

四
月

 

合
活
動
ネ
ク
タ
イ

          

一
個

                                                                

　
　

 

四
月

 

ベ
ル
ト

          

一
個

                                                            

　
　

 

三
十
六
月

 

手
袋

          

二
組

                                                               

　
　

十
二
月

 

靴
下

          

二
足

                                                                 

　
　

四
月

 

長
靴

          

一
足

                                                               

　
　

十
二
月

 

短
靴

          
一
足

                                                               

　
　

十
二
月

２　

（
略
） 

３　

警
察
庁
の
警
察
官
及
び
皇
宮
護
衛
官
に
任
命
後
初
め
て
支
給
品
を
支
給
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
冬
服
、
合
服
及
び
夏
服

ズ
ボ
ン
又
は
夏
服
ス
カ
ー
ト
に
つ
い
て
は
二
着
、
夏
服
上
衣
、
冬
ワ
イ
シ
ャ
ツ
及
び
合
ワ
イ
シ
ャ
ツ
に
つ
い
て
は
三
着
、
冬
ネ
ク
タ
イ
及
び
合
ネ
ク
タ

イ
に
つ
い
て
は
二
個
と
す
る
。 

４
・
５　

（
略
） 


